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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第４区分
【発行日】平成31年1月17日(2019.1.17)

【公開番号】特開2018-38128(P2018-38128A)
【公開日】平成30年3月8日(2018.3.8)
【年通号数】公開・登録公報2018-009
【出願番号】特願2016-167616(P2016-167616)
【国際特許分類】
   Ｈ０２Ｇ   3/16     (2006.01)
   Ｂ６０Ｒ  16/02     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   7/20     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   7/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０２Ｇ    3/16     　　　　
   Ｂ６０Ｒ   16/02     ６１０Ｄ
   Ｈ０５Ｋ    7/20     　　　Ｎ
   Ｈ０５Ｋ    7/06     　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成30年11月28日(2018.11.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４３】
　第１負極バスバー８０Ｄは、図３に示すように、細長い板状のバスバー本体８１Ｄと、
バスバー本体８１Ｄの一端からバスバー本体８１Ｄに対して垂直に延びる接続部８２Ｄと
を備えている。バスバー本体８１Ｄは、図７に示すように、プリチャージリレー５０Ａの
一方のバスバー接点５８に当接し、ボルトＢにより固定されている。接続部８２Ｄは、図
４に示すように、主板４１を貫通して第１負極コネクタ４８Ｂに配設され、負極接続バス
バー８５にボルトＢにより固定されている。負極接続バスバー８５は、電源の負極に接続
される。また、負極接続バスバー８５には、電流センサ８６が取り付けられている。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５９】
　ヒートシンク１１３は、熱伝導性に優れる金属により構成された放熱部材である。この
ヒートシンク１１３は、図１６に示すように、枠体１１１の一方の開口部１１２Ａを塞い
で配置される閉塞面１１４と、この閉塞面１１４から突出する上げ底部１１５とを有して
いる。上げ底部１１５は、閉塞面１１４において、外周縁に隣接する一部分を除く部分に
配置された、扁平な矩形の凸部である。上げ底部１１５が、枠体１１１の一方の開口部１
１２Ａの内部にほぼ緊密に嵌合し、閉塞面１１４において、上げ底部１１５の周囲の部分
が枠体１１１に当接することで、開口部１１２Ａが塞がれている。枠体１１１と閉塞面１
１４との隙間は、図１５に示すように、コーキング材１１６によってシールされている。
枠体１１１と閉塞面１１４とで囲まれた、冷却ケース１１０の内部空間には、実施形態１
と同様に、液冷媒Ｒが貯留されており、液冷媒Ｒは、上げ底部１１５に接触している。
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【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６０】
　枠体１１１において、ヒートシンク１１３とは反対側の開口部１１２Ｂは、実施形態１
と同様に、回路構成体３０によって塞がれている。詳細には図示しないが、実施形態１と
同様に、５つのバスバー８０Ａ、８０Ｂ、８０Ｃ、８０Ｄ、８０Ｅの接続部８２Ａ、８２
Ｃ、８２Ｄ、８２Ｅを除く部分、プリチャージ抵抗器７０、および、３つのリレー５０Ａ
、５０Ｂ、５０Ｃのバスバー接点５８が液冷媒Ｒに浸かっている。
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